
 

令和８年度慰霊巡拝等派遣費補助金公募要領 

 

１．令和８年度慰霊巡拝等派遣費補助金の目的 

本補助金は、先の大戦により、海外等において戦没された日本人の慰霊巡拝

事業及び先の大戦の各地域における戦争体験を次世代に語り継ぐ平和の語り

部事業の実施を交付の目的とする。 

 

２．応募資格者 

本補助金に応募できる者は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体

（法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理、意思決定、責任体制等の方

法について規約等が整備されていること。）であって営利を目的とせず、以下

の要件を全て満たすものとする。 

（１） 事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を着実に実施できる能力を

有する団体であること。 

（２） 事業にかかる経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処

理能力を有する団体であること。 

（３） 国が行う慰霊事業に関する知見及び理解を有する団体であること。 

（４） 不誠実な行為がなく、信用状態が良好な団体であること。 

（５） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に

該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であ

っても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の

理由がある場合に該当する。 

（６） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（７） 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこ

と。 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴

力団員ではないこと。 

（９） 暴力団又はその暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者が所属している団体ではないこと。 

（１０） 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条に規定する暴

力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある団体ではないこと。 

（１１） 個人情報の取扱に関する規程を有している団体であること。 

（１２） 次の各号に掲げる制度が適用される団体にあっては、この公募の申

請書提出期限の直近２年間（（オ）及び（カ）については２保険年度）



の保険料について滞納がないこと。 

（ア）厚生年金保険、（イ）健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、

（ウ）船員保険、（エ）国民年金、（オ）労働者災害補償保険、（カ）雇用  

保険 

 

３．補助対象事業 

 

（１） 慰霊巡拝事業 

     ① 事業内容 

国が行う慰霊巡拝事業に参加する遺族に対し旅費等の補助として支

給される補助金の支払いを行う。 

 

② 補助事業数 

１事業 

 

（２） 平和の語り部事業 

     ① 事業内容 

ア 戦没者遺族をはじめとする国民が各地域で体験した戦争に関する

記憶を次世代に語り継ぐ講話活動を全国で行う。実施規模としては、

全都道府県において計 2,000回以上の講話活動を実施する。 

 

イ 海外で日本人戦没者の慰霊にご協力いただいている者・団体等を

日本に招聘し、現地における取組についての講演等を実施する。 

 

ウ 戦後生まれの世代を講話者とする次世代の語り部を育成するため、

講義や戦地の訪問等による研修を実施する。 

 

    エ 記憶伝承記録作成（令和７年度からの繰越分） 

先の大戦の各地域における戦争体験、戦後の労苦の記憶を次世代に

継承することを目的とした映像記録等を作成すること。 

 

② 補助事業数 

１事業 

 

４．実施期間 

令和８年度内に開始し、完了すること。 



５．補助対象経費等 

経費の補助については、別に定める「令和８年度慰霊巡拝等派遣費補助金交

付要綱」及び「令和８年度慰霊巡拝等派遣費補助金（平和の語り部事業）交付

要綱」「令和８年度（令和７年度からの繰越分）慰霊巡拝等派遣費補助金（平

和の語り部事業）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づいて行われる

ものである。 

なお、交付要綱における主な規定は以下のとおりである。 

 

（１） 慰霊巡拝事業 

① 補助対象経費 

補助対象経費については、参加遺族の内国旅費及び外国旅費とする。 

 

② 補助金額 

２７，２２１千円以内 

    ※ 予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助金額は申請

金額を下回ることがあるので留意すること。 

 

 （２） 平和の語り部事業 

① 補助対象経費 

補助対象経費については、研修講師謝金、講師旅費、語り部講話謝金、

出張講話旅費、消耗品費、借料及び損料、雑役務費、印刷製本費、通信

運搬費、人件費、賃金、広報経費、記憶伝承記録作成経費、海外協力者

の招聘に係る経費、次世代語り部育成経費（研修受講者等による戦地往

訪経費を含む）とする。 

なお、人件費については、事業を実施する上で必要な労働の対価とし

て支払うものに限り補助金対象経費とする他、賃金については、事業の

実施に必要な資料整理等を行う者を雇用する経費のみを補助金対象経

費とする。 

 

② 補助金額 

  ２５６，１００千円以内 

（うち、令和８年度事業分   １８５，００５千円以内 

令和７年度からの繰越分 ７１，０９５千円以内 

（記憶伝承記録作成）） 

    ※ 予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助金額は申請

金額を下回ることがあるので留意すること。 



６．応募に当たっての留意事項 

 

（１） 補助金の管理及び経理について 

本補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

３０年法律第１７９号）等の適用を受け、補助金の目的外使用などの違

反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定を取消し、返還等の処

分が行われるので十分留意すること。 

また、補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るために、事

業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理すること。 

 

（２） 慰霊巡拝事業 

内国旅費及び外国旅費については、国家公務員等の旅費に関する法

律（昭和２５年法律第１１４号）、国家公務員等の旅費に関する法律施

行令（令和６年政令第３０６号）及び国家公務員等の旅費支給規程（昭

和２５年大蔵省令第４５号）に基づき職務の級が１０級以下の者で算

定された金額を使用すること。 

 

（３） 平和の語り部事業 

 経費については、社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして

適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。 

 

７．公募期間  

  令和８年２月 16日（月）～ 同年３月２日（月） 

 

８．提出書類 

（１） 事業実施計画の承認申請書（別紙様式） 

（２） これまでの慰霊事業に関する取組活動やその成果に関する資料（様式

任意） 

（３） 応募団体の業務・活動内容を示したパンフレット（又はこれらに準じ

るもの。） 

（４） 定款、役員名簿及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はこれらに

準じるもの。） 

（５） 組織規程、経理規程等組織運営に関する規程、個人情報取扱規程（又

はこれらに準じるもの。） 

（６） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第



６４号）に基づく認定（えるぼし認定）、次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第１２０号）に基づく認定（くるみん認定又はプラチナく

るみん認定）及び青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年法律

第９８号）に基づく認定（ユースエール認定）を受けている場合には認

定証の写し 

（７） 総会等で承認されている直近の事業計画及び収支予算書（又はこれら

に準じるもの。） 

（８） その他応募団体が補助事業を適正に執行できる体制にあることを示

す資料（補助事業を実施できる能力、補助事業に係る経理その他の事務

について適切な管理体制及び処理能力を有する内容を示すこと。） 

 

９．提出期限 

令和８年３月２日（月）１７：００必着にて、厚生労働省社会・援護局援護

企画課（以下「厚生労働省」という。）に上記８．で定めた書類を電子メール

（PDFファイル）により提出すること。 

 

１０．採択方法 

社会・援護局援護企画課長が開催する「令和８年度慰霊巡拝事業等評価委員

会」で提出された事業計画等の審査を行い、補助金交付対象事業を決定する。

審査終了後、採択の可否について応募者に対し通知する。 

なお、応募内容について、必要に応じ厚生労働省から応募者に対し問い合わ

せを行う場合がある。 

 

１１．交付申請 

各事業の採択決定の通知を受理した団体は、別に定めるところにより、交付

申請書を厚生労働省に提出すること。 

 

１２．事業実績報告 

補助金交付対象となった団体においては、交付決定後四半期毎に（第４四半

期を除く）、各四半期終了後１ヶ月を経過した日までに別に定める状況報告書

を作成し、厚生労働省に提出すること。また、事業完了後、別に定める事業実

績報告書を作成し、事業完了の日から起算して１ヶ月を経過した日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認通知を受理した日から１か月を

経過した日）又は令和９年４月１０日までに厚生労働省に提出すること。なお、

本事業を実施した団体に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応

じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。 



１３．秘密の保持 

本事業に携わる者（当該事業から退いた者も含む。）は、プライバシーに十

分配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏

らしてはならない。 


